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教育総務課参事

平 成 ２ ３ 年第１０回大分市教育委員会会議録
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７．議題

（１）議案審議

（教報議第１８号）大分市海部古墳資料館に係る指定管理予定者

の決定について

（２）報告事項

①大分市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画の見直しについて

②第 １ ２ 回 大 分 市 立 小 中学校適正配置計画検討委員会について

１



③大分県立二豊学園における義務教育実施について

④（仮称）市民図書館用図書等購入の入札結果について

⑤（仮称）市民図書館システム導入事業に係る業者選定の結果につい

て

⑥平成２４年度当初予算 に つ い て

⑦平成２３年度第１回教育行‘政総合視察について

８．会議の概要

委員 長ただいまより、平成２３年第１０回大分市教育委員会を開会いたしま

す。（午前９時２８分開会）

委員長会議 に 先 立 ち 署 名 委 員 を１番委員、２番委員にお願いします。

それでは、議案審議に入ります。

教報議第１８号「大分市海部古墳資料館に係る指定管理予定者の

決定について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。

参事兼教報議第１８号「大分市海部古墳資料館に係る指定管理予

文化財課長定者の決定について」ご説明申し上げます。

本件は、大分市海部古墳資料館の指定管理者についてでござい

ますが、同館の管理 及 び 案 内 業 務 は 、 平 成 １ ８ 年 度 か ら ６ 年 間、

指定管理者である坂ノ市地区社会教育関係団体連絡協議会に委託

しております。平成２４年度以降も引き続き指定管理者制度を導

入いたしたく、１０月 １ ３ 日 に 指 定 管 理 予 定 者 選 定 等 委 員 会 を開

催し、指定方法につ いては、地域密着型の施設であること、古墳

や 歴 史 に つ い て 高 度な専門的知識を必要とすることなどから任意．

指定とし、予定者として、地元の公共的団体である坂ノ市地区社

会教育関係団体連絡 協 議 会 を 選 定 し て い た だ き 決 定 を い た し まし

たの で、 ご報 告し 、ご承認をいただこうとするものです。

なお、本委員会にてご承認の上は、１２月の第４回市議会定例

会 で 審 議 ・ 決 定 を 経た後、指定管理者として指定しようとするも

のでございます。
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以上でございます。

委員長ご質問などありませんか。

全委 員 （なしとの声）

委員長それ で は 採 決 い た し ます。教報議第１８号は原案のとおり承 認

することにご異議あり ま せ ん か 。

全 委 員 （異議なしとの声）

委員長ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。

それでは次に、報告事項の説明を求めます。

教育企画課長報告事項１点目「大分市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画の 見

直しについて」ご報告 申し 上げ ます 。

「大分市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画見直し（案）」につきま

しては、これまで８月２９日、１０月６日、１０月２５日の３ 回

に わ た っ て 「 大 分 市教育ビジョン第Ⅱ期基本計画検討委員会」に

おい て検 討し てい ただきました。検討に当たりましては「分かり

にくい表現はないか」「項目とその内容が合っているか」「２８年

度指標が現状と比べて妥当であるか」などの視点から、具体的な

ご 意 見 等 が 数 多 く 出されました。また、それぞれの立場や本市教

育に対する想いから、新たな項目や内容を盛り込めないかといっ

た ご 要 望 も い た だ き ました。

それらのご意見等に つ き ま し て は 、 事 務 局 内 で 再 度 検 討 い たし

まして、検討委員の皆様とのすりあわせを行い、その結果を「大

分市教育ビジョン第 Ⅱ期基本計画見直し（案）」としてお手元に

お配りしております。見直し案は「現行計画」と「見直し案」を

対比させ、「見直し理 由」も記述しております。

本日は、１１月１４日から１２月１４日までパブリックコメン

トを実施するに当たりまして、教育委員の皆様に各担当課より主

な変更点等につきま してご説明申し上げます。なにぶん時間が限

られておりますので、見直しの部分のみを簡潔に説明することに

なりますことをご了 承願います。施策に沿って進めてまいります
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が、途中「青少年の健全育成」の説明の終わりと、最後の２回に

分けて、ご質問があれば回答させていただきます。

今後の日程につきましては、パブリックコメントの結果も踏ま

え て １ 月 上 旬 に 第 ４回検討委員会を開催し、検討委員会の最終案

をとりまとめたいと考えております。その後、教育委員の皆様の

ご意見をいただき最終決定いたしたいと存じますので、どうぞよ

ろ し く お 願 い い た します。

それでは、最初に教育企画課でございます。

教育企画課長

教育指導課長

スポーツ・

健康教育課長

次長兼

学校施設課長

教育企画課長

次長兼
ｈ

生涯学習課長

青少年課長

「幼 児教 育における教育の充実」について、ご説明申しあ

げます。（教育 企 画 課 説 明 ）

以 上 で ご ざ います。

「学 校教 育の充実」の教育指導課が担当している分につい

て、ご説明申しあげます。（教育指導課説明）

以上でございます。

スポーツ・健康教育課が担当している分について、ご説明

申しあげます。（スポーツ・健康教育課説明）

以上で'ございます。

学校施設課が 担当している分について、ご説明申しあげま

す。（学校施設課説明）

以 上 で ご ざ います。

教育企画課が担当している分について、ご説明申しあげ室

す。（教育企画課説明）

以上でございます。

「社会教育の推進と生涯学習の振興」について、ご説明申

しあげます。（生 涯 学 習 課 説 明 ）

以上でご.ざいます。

「 青 少 年 の 健全育成」について、ご説明申しあげます。

（青少年課説明 ）

以 上 で ご ざ います。
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委員長ご 質問などありませ ん か 。

委員長ない よう でし たら 、私から質問させていただきます。『「幼稚園

教育のスタンダード」の策定』を『「大分市立幼稚園保育の手

引き」の活用』に変えるということですが、前者には、私立の幼

稚園が入っていたので はな いで すか 。

教育企画課長おっしゃられたとおりでございまして、当初の策定段階で

は、私立幼稚園も入 っておりました。「保育の手引き」が出来上

がる最後の段階で、私 立 の そ れ ぞ れ の 精 神 が ご ざ い ま し て 、 それ

を本市一緒でというのに（私立の方の）若干の抵抗がございまし

たので、「市立幼稚園」ということになったわけでございます。

しかしながら、今回手引きを作りましたので、私立の方にも配 布

は さ せ て い た だ き ました。

委員長ほかに ご 質 問 な ど ございませんか。

全委員（なしとの声）

委員長それでは、引き続き説明を求めます。

人権。「人権を尊重する社会づくりの推進」について、ご説明申

同和 教育課長しあげます。（人権・同和教育課説明）

以上でございます。

美術振興 課 長 「 個 性 豊 か な 文化の創造と発信Ｊの美術振興課が担当する

分 に つ い て 、 ご説明申しあげます。（美術振興課説明）

以上でございます‘・

参事兼文化財課が担当する分について、ご説明申しあげます。

文 化 財 課長．（文化財課説明）

以上でございます。、

ス ポ ー ツ。「スポーツ・レクリエーションの振興」について、ご説明

健康教育課長申しあげます。（スポーツ・健康教育課説明）

以 上 で ご ざ います。

次長兼「本市教育を推進す る教育委員会の充実」について、ご説

教育総務課長明申しあげます。 （ 教 育 総 務 課 説 明 ）
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以上でございます。

委 員長ご質問などありませんか。

委員長ないようでしたら、私からお願いなのですが、美術の振興につ

いてですが、新しく 出来る複合施設に、所管している素晴らしい

美術品を展示するスペースとかはないのですか。

美術館長施 設 の 中 に 、 そ の ような場所やスペースはございません。ただ、

多目的な施設ですので、情報等を提示していくことは可能だろ う

′

と思います。県は、県庁等に展示しておりますが、芸術会館にス

ペースがないからだと聞いております。

委員長もう一つは、ネットで 教育をということをおっしゃいましたが、

具体的にどう進めて いくのか、とても大事だと思いますので、 そ

の 取 り 組 み を ぜ ひ お願いしたいと思います。

青少年課長はい。

委員長ほかにご質問などございませんか。

全委員（なしとの声）

委員長それでは、次の報告事.項の説明を求めます。

教育企画課長報告事項２点目「第１２回大分市立小中学校適正配置計画

検討委員会について」ご報告申し上げます。

第 １ ２ 回 の 会 議 を１０月２５日に開催いたしました。

会議では、碩田中学校区の具体的方策について、少数意見を盛

り込んでほしいというような要望がありました。あるいは、神 崎、

上戸次の小規模特認校について、統合しても、特色ある教育活動

を引継ぐという観点が必要ではないか、また統合ありきではなく、

統合の有無も含めて 柔軟に対応することが望まれるというような

記述がよいのではな い か 、 と い う よ う な 意 見 が 出 さ れ ま し た が、

（検討）委員会では修正の方向で一致したところでございます。

全体的な検討を行いまして、若干の文言修正を正副会長に一任

し、会議は事実上終結いたしました。

それでは、「報告書（案）」についてその概要をご説明いたし ま
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委員 長

委員

す。

第１章～３章までは検討内容の総論を述べ、第４章は対象６中

学校区の望ましい方策といった各論、第５章には実施に当たって

望まれることをまとめました。

第１章～３章までは、これまでもご報告した内容の確認であり

ますので、ここでは割愛いたします。

昨年の６月から検 討 委 員 会 設 置 以 降 、 小 中 学 校 の 現 状 、 適 正配

置の必要性、基本的な考え方というところを会議に沿ってまと め

たものでございます。

第 ４ 章 に つ き ま しては、中学校区ごとの「（３）望ましい方

策」についてご報告いたします。（碩田中学校区の説明）

（大分西中学 校区の説明）（戸次中学校区の説明）

（竹中中学校 区 の 説 明 ） （ 神 崎 中 学 校 区 の 説 明 ）

（野津原中学校区の説明）

第５章につきましては、教育委員会が適正配置を実施する際 に

望まれることについて、４項目にまとめられております。これま

で各委員から出された意見を基に、実施にあたっての留意事項等

について記述されております。

今 後 に つ き ま し ては、最終的な文言の修正を会長、副会長と行

い、近日中に教育長あて報告書が提出される予定になっておりま

す 。 そ の 後 、 教 育 委員会おいて今年度中に小中学校の適正配圃に

係る基本計画を策定 す る 予 定 に し て お り ま す の で 、 よ ろ し く お願

いいたします。

以上 で ご ざ い ま す 。

ご質問などありませんか。

市街化調整区域の土地利用の緩和が実施されるというのと、こ

の計画との関係は。

教育企画課長各６中学校区に説明に入った際、今年の１月に（市街化調

整区域の土地利用の）緩和が実施されたのに、今後の小中学校の

７



子ども達の推移に反映されていないのではないか、というご意見

がありまして、その地元の意見を尊重しまして、一定期間様子を

見るということで、地元に対する配慮ということでございます。

委員長今後は、（検討）委員 会の方から教育長に報告書が提出されて、

その後教育委員会で話し合うということですね。

教育企画課長はい。

委員長ほ か に ご 質 問 な ど ございませんか。

全 委 員 （なしとの声）

委員長それでは、次の報告事項の説明を求めます。

教育企画課長報告事項３点目「大分県立二豊学園における義務教.青実施

について」ご説明申し上げます６

このことにつきましては、第５回の教育委員会の学習会の折 に

ご説明申し上げ、その後、第６回の教育委員会におきまして、実

施形態、費用負担等 に関して、県と協議を進めている旨のご報告

をさせていただいているところでございますが、現在、実施に関

する基本事項について、県との協議を経て、市長と知事との間の

合意となる「協定書 」の案を取りまとめる段階となっておりま す 。

では、「協議内容］をご覧ください。

この協定書（案）は 前 文 と １ ０ か 条 の 条 文 に よ り 構 成 さ れ てお

り、その主な内容を簡単にご説明申し上げます。

まず、前文には、大分県の要請により大分市において学校教育

を実施するとした協定 の 趣 旨 が 明 記 さ れ て お り ま す 。

次に、第１条は、実 施 形 態 に 関 し て の 規 定 で ご ざ い ま す が 、小

学校は市立小学校の分教室、中学校は市立中学校の分校を設瞳す

ることとしております。

なお、学園内に設置する分校の名称につきましては「大分市立

竹中中学校二豊学園分校」といたしたいと考えております。

次に、第２条は、施設使用に関しての規定でございますが、学

校教育を実施するために必要な施設・設備及び備品等を県は市に
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委員長

委員長

対して無償で貸与し、・市の使用に供することとしております。

第３条及び第４条は、経費負担や施設の改修等に関しての規定

でございますが、いわゆる学校運営に係る経費については市の負

担、増築、改築及び改修等、施設管理に係る経養は県の負担、需

用費や役務費に関しましては、市と県とで按分することとしてお

ります。なお、教育備品につきましては、県が初期整備を行い、

更 新 に つ い て は 市 の負担としております。

第５条以下は、賠償責任、管理責任等に関する規定でございま

す。

なお、協定期間に つ き ま し て は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら １年
●

間とし、双方から意思表示がない場合、１年間延長し、その後も

同様としております。

この内容で、１１月半ばまでに市長と県知事との間で協定を締

結するとともに、そ の 後 、 本 年 中 に 、 学 級 編 制 や 教 職 員 配 置 及び

教育課程や学校運営 の基本的な考え方など、市と県の教育委員 会

教育長及び県の福祉 保健部長の３者による「基本方針」の締結 を

行う予定といたしております。

なお、分校の設置に関しましては、「大分市立中学校設置条

例」の改正を要しますことから、協定書の締結を経て、次期教育

委員会におきましてご審議をいただき、ご決定のうえは、市議会

１２月定例会におきまして、議案の上程を行う予定にしておりま

す。

， ま た 、 事 務 局 内及び県との検討経過並びに議会や地元への説明

の経過をまとめた資料をお配りしております。

以 上 で ご ざ い ま す。

ご質問などありま せんか．◎

ないようでしたら、私から質問させていただきます。分校と分

教~室の差は、どういったところですか．

教育企画課 長実 体と しま して、小学生の入校がほとんどなく、分校を設
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、

置するまでには至らないだろうということでございます。

委員長具体的に授業の形態ですが、分校となると、二豊学園で授業を

受けるのではなく、竹中中学校に行って授業を受けるのですか。

教育企画課長そうではございません。現状も、二豊学園の中で学校に準

ずるということで授業を行なっております。

今後も授業そのものは施設の中で行いまして、竹中中学校と の

授業の交流はございません。

委員長音楽とか技能教科の先生 は 、 （ 二 豊 学 園 に ） い る の で す か 。 そ

れとも、本校の先生がそこに行って授業をするのですか。

教育指導課長分校といいましても、学校教育を行いますので、他の中学

校と全く同じことを行うことになります。

委員長教員は、張り付いてはおられないでしょう。

教育指導課長全く同じ配置をいたします。現在、加配も含めまして二豊

学園に県費負担教職員が１０名おります。今、県と詰めておりま

す の は 、 養 護 教 諭 を含めて１１名と、かなり恵まれていると思い

ます。

委員長ほか に ご 質 問 な ど ご ざいませんか。

全委員（なしとの声）

委員長．それでは、次の報告事項の説明を求めます。

次長兼報 告 事 項 ４ 点 目 「 （仮称）市民図書館用図書等購入の入札

生涯学習課長結果について」ご報告申し上げます。

大分駅の南に建設しております複合文化交流施設の中に設置予

定の（仮称）市民図書館は、平成２５年７月の開館を目指してお

りますが、開館時の蔵書となります約１５万冊、購入の上限金額

２億８５８２万５千円につきまして、１０月１１日に条件設定型

の一般競争入札を行いました。

今 後 販 売 さ れ る 図書も含みますことから、現時点では購入する

図書を特定できません。そのため､価格を入札するのではなくｖ

値引率で入札を行ったところ、２社の応札があり、㈱図書館流通
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センターが値引率５．１％で落札いたしました。‘

今後、同社と基本契約を結び市民図書館の司書が選書にとりか

かり、平成２５年１月に仮契約、同年３月の市議会の議決をもっ

て本契約を交わし、新しい図書館に納品する予定でございます。

以上 で ご ざ い ま す 。

委 員長ご質問などありませんか。

全委員（なしとの声）

委員長それでは、次の報告事 項の説明を求めます。

次長兼報告事項５点目「（仮称）市民図書館システム導入事業に

生涯学習課長係る業者選定の結果について」ご報告申し上げます。

委員長

全委員

委 員 長

（仮称）市民図書館システム導入事業につきましては、平成２５

年７月に予定してい る新図書館の開館に合わせて、今年度より平

成２５年度までの３ヶ 年 の 債 務 負 担 行 為 に よ り 、 新 シ ス テ ム を導

入するものでございます。

本件について、導入業者をプロポーザル方式で選定することと

し、さる７月２１日 から８月１日の間、参加事業者の公募を行っ

たところ、３社から応募があり、９月２９日に選定委員会を実施

いたしました。

システムに関する基本事項、開発体制及びスケジュールや保守

及び運用支援体制、価格等について採点を行った結果、最高点を

獲得した、㈱日立製作所九州支社を導入業者に決定いたしまし た 。

今後、協議が整い次第、当該事業者と電算業務委託契約の締結

を行い、開館に合わせて遅滞なく図書館システムを構築し、本市

図書館業務の円滑な遂行と効率化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

以上 で ご ざ い ま す 。

ご質問などありませんか。

（なしとの声）

そ れ で は 、 次 の 報告事項の説明を求めます。
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次長兼報告事項６点目「平成２４年度当初予算について」ご報 告

教 育 総 務課長申し上げます。

本教育委員会の予算編成につきましては、ご承知のとおり、予

算編成権は市長にございますので、市長部局の財務部の予算編成

方針並びに日程に沿って、教育委員会が財務部あてに要求してい

くことになっております。

平成２４年度の本市財務部の予算編成方針は、国の経済情勢は

東日本大震災の影響な ど も あ り 依 然 と し て 厳 し い 状 況 が 続 き 、本

市においても、依然として歳入の根幹をなす市税の増収が期待で

きない一方で、これまでの行政改革への取組により人件費等の削

減が図れたものの、 扶 助 費 を は じ め と し た 社 会 保 障 費 な ど の 義務

的経費が高い水準で 推移するなど、厳しい財政状況でございま す 。

このような中、平成２４年度も昨年度と同様に「分掌権型予算制

度」を導入しておりまして、今回で７年目になるところでござい

ます。

これは、大分市全体の平成２４年度の一般財源等配分額でござ

いますが、「一般財源の配分フレーム」に歳出及び歳入金額を掲

載 しております。

それぞれ比較いた しますと、歳出は９億円減の１，０７８億円、

歳入は１１億円減の１，０４８億円を見込んでおります。また、

歳出の額に対して歳入の不足額を補填するために、本市の所有す

る基金及び繰越金の合計３０億円を充てているところでございま

す。

次に、この内訳でございますが、「分権型予算制度」は、一般

会計の経養を「重点政策経費」、「部局裁量経費」、「義務的経費」

の ３ つ に 区 分 し て おります。

「重点政策経費」とは、実施計画におきまして、重点事業及び

新規事業を別枠で一般財源を確保し、一件査定により決定する も

のでございます。予算額は市全体で２４年度は３６億円を見込ん
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でおります。

実施計画につきましては、６月の本委員会におきましてご説明

し、ご決定いただき、計画書を市長部局の企画部あてに提出いた

し まし た。 その 後、企画部におきまして調整後、市長査定が行わ

れ、先般１ｏ月１１日に査定結果が示され、教育部は一般財源ベ

ースで約１４億円の内示をいただいております。

次に、「部局裁量経費」についてでございますが、施設の営繕

や維持管理等に係る経費、公租公課や法定の負担金、実施計画と

して採用されない事業の経費などが主なものとなります。市全体

で、２４年度は３１６億円を見込んでおります。

次に、「義務的経費」についてでございますが、これはただ今

ご説明いたしました「重点政策経費」及び「部局裁量経費」以外

の経費でございまして、人件費、扶助費、公債費、債務負担及び

長 期 継 続 契 約 の 合 計額でございます。市,全体で、２４年度は昨年

度に比較して１９億円減の７２３億円を見込んでおります。

そ の 他 、 予 備 費 として、３億円を見込んでおります。

「部局裁量経費」につきましては、今年度６月肉付け後予算額

を基本に、２４年度の事業内容の変更等に伴う経賢の増減分であ

る「特殊事情」の経費を加味した後、各部局へ配分されます。

具体的には、一般財源ベースで３５億８，２７３万２千円が教

育委員会の配分額となっております。これは、今年度の６月肉付

け後予算と比較して一般財源ベースで１億４，５３５万７千円の

増となっており、分権型予算制度導入後初めての増額調整となっ

たところでございます。

今後の予定といたしましては、教育委員会に配分された額を基

に、既に各課ごとに振り分けた目標額に収まるよう、各課はこれ

までの事業の見直しを図り、費用対効果を勘案してスクラップア

ンドピルドにより予算編成に努めて参ります。

最後に、予算編成にかかる日程についてでございますが、現在、
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委員長

全委員

委員長

次長兼

各課がそれぞれ原案を作成中でございます。今後、各課の原案を

取りまとめ、教育委員会内に堀参事を統括者とした予算編成チー

ム に お い て 調 整 の 後、部長及び教育長の調整を経まして、１１月

２２日までに財務部財政課あて提出の予定でございます。

その後は、財政課で調整の後、財務部長によるさらなる調整を

行 い 、 来 年 の １ 月 下旬から２月上旬にかけて市長査定を行います。

さ ら に そ の 後 、 ３ 月議会に提案し、議決をいただいたところで、

予 算 の 成 立 と な る ものでございます。

本委員会には、次 回 の 定 例 教 育 委 員 会 に て 具 体 的 な 要 求 内 容を

ご説明する予定でございます。また、３月議会で議決後、報告す

る予定にしております の で 、 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

以上でございます。‘

ご質問などありませんか。

（なしとの声）

それでは、次の報告事項の説明を求めます。

報告事項７点目「平成２３年度教育行政総合視察につい
〆

教育総務課長て」ご報告申し上 げ ま す 。

１１月１６日（水）に予定しております、学校等を視察いたし

ます教育行政総合視察 に つ い て 、 ご 説 明 申 し 上 げ ま す 。

視察先につきましては、始めに戸次小学校を訪問いたします。

同小学校は、基礎学力向上研究推進校となっており、その取組 み

状況についてご指導。ご助言をお願いしたいと存じます。

次に、河原内陶芸学習館でございます。まず、施設の概要をご

説明し、その後陶芸に取り組んでいる状況をご覧いただければと

考えております。

午前の最後は、竹中小学校を訪問いたします。同小学校は、連、

携型の小中一貫教育モデル校となっており、その現状や課題等に

ついてご指導。ご助言をいただきたいと考えております。

昼食については、同小学校で給食の試食をしていただく予定で
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委員 長

全委 員

委員長

次長兼

ございます。

午後は、まず二豊学園を視察いたします。先程、教育企画課か

らご説明いたしましたように、来年４月１日から「大分市立竹中

中学校二豊学園分校」となる予定の施設について、ご覧いただき

たいと存じます。

最後に、現在歴史資 ’ 料 館 で 開 催 し て お り ま す 特 別 展 「 大 分 の君

一 飛 鳥 と 豊 後 を つ ないだ人」に関係の深い古宮古墳をご覧いただ

きまして、市役所に帰庁する予定でございます。途中、戸次中 学

校、竹中中学校、上 戸 次 小 学 校 へ は 、 小 中 学 校 適 正 配 置 計 画 のご

参考のため、校区内の小中学校の位置関係について把握していだ

だければと存じます。

なお、日程表にありますように朝８時２０分に議会棟正面玄関

前 に 集 合 し て い た だき、８時３０分に出発する予定でございます。

今回は事務局を含め車４台で移動いたします。

視察終了後、市役所到着時刻は、１６時２０分頃を予定してお

り、そのまま解散の予定でございます。

詳 細 な 資 料 に つ きましては、後日郵送いたしますので、１１月

１６日の当日お持ちいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

以上でございます。

ご質問などありま せ ん か 画

（なしとの声）

他に何かありませんか。

次回の教育委員会及び１２月の教育委員会の日程につきま

教育総務課長して調整をお願いいたします。

次回１１月の教育委員会は、１１月２５日（金）午後３時４０

分～でお願いいたします。

なお、当日午後２時００分～学校長との教育懇談会を開催いた

し ま す の で 、 よ ろ しくお願いいたします。
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委員長

全 委 員

委員長

全委 員

委員長

１２月の教育委員会は、１２月１６日（金）午後３時００分～

で お 願 い い た し ま す 。

以上でございます。

ご質問などありませんか。

（なしとの声）

他に何かありませんか。

（なしとの声）

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。

(午前１１時１０分閉会）
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